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番  号 件             名 ページ 

議案第３０号 市長専決処分事項承認について ３ 

議案第３１号 市長専決処分事項承認について １５ 

議案第３２号 監査委員の選任について １８ 

議案第３３号 固定資産評価員の選任について １９ 

報告第 ６ 号 市長専決処分事項報告について ２０ 

 



 
－３－ 

議案第３０号 

 

市長専決処分事項承認について 

 

次のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 

 

令和５年５月２２日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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足利市税条例等の改正に関する専決処分書 

 

足利市税条例等の改正については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第９６条第１項の規定により議決を求めるべきところ、特に緊急を要するため、

議会を招集する時間的余裕がなかったので、次のとおり専決処分する。 

 

 令和５年３月３１日 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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 足利市税条例等の一部を改正する条例 

（足利市税条例の一部改正） 

第１条 足利市税条例（昭和２９年足利市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

第３４条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額

のうち法第 314条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、

「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税

若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、

若しくは納入する」に改める。 

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項

とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項

の次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第 317 条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を

経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の

前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第 317条の３の

２第１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定

による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最

後に提出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、

給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第 317条の３の

２第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した

前項又は法第 317条の３の２第１項の規定による申告書を提出することがで

きる。 

第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によっ

て」を「により」に改め、同条に次の１項を加える。 
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３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に

併せて賦課し、及び徴収する。 

第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額

の合算額」に、「によって」を「により」に改める。 

第４４条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含

む。次項及び第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を

「には」に、「によって」を「により」に改め、同条第３項及び第５項中「に

よって」を「により」に改め、同条第６項中「によって」を「により」に、

「発生した場合」を「給与の支払を受けないこととなった場合」に改める。 

第４６条中「第５号の１５様式」の次に「又は第５号の１５の２様式」を加

え、「によって」を「により」に改める。 

第４７条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改め、同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２

の規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金

関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用するこ

とができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当す

る」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４７条の２第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、「及び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境

税額を含む。以下この条及び第４７条の５において同じ。）」を加え、同条第２

項中「によって」を「により」に改める。 

第４７条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条

の２の規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴

収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用す
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ることができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充

当する」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４８条第１項及び第５項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の

４の２様式」を加える。 

第５０条第１項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４の２様

式」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に改める。 

第８２条第１号エ中「及び側面」を「、側面」に改め、「３輪のもの」の次

に「及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１

項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

第９８条第１項中「によって」を「により」に改め、同項前段中「第３４号

の２の５様式」の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加え、同条第２項

中「によって」を「により」に改め、同条第５項中「第３４号の２の５様式」

の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加え、「によって」を「により」

に改める。 

第 101条第１項中「第３４号の２の５様式」の次に「又は第３４号の２の５

の２様式」を加え、「によって」を「により」に改める。 

附則第８条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第１０条中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、「、第    

６３条若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改める。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第２６項第１号イ」を「附則第  

１５条第２５項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２６項第１

号ロ」を「附則第１５条第２５項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第   

１５条第２６項第１号ハ」を「附則第１５条第２５項第１号ハ」に改め、同条

第６項中「附則第１５条第２６項第１号ニ」を「附則第１５条第２５項第１号

ニ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２６項第２号イ」を「附則第１５

条第２５項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２６項第２号
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ロ」を「附則第１５条第２５項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５

条第２６項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第２号ハ」に改め、同条第

１０項中「附則第１５条第２６項第３号イ」を「附則第１５条第２５項第３

号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２６項第３号ロ」を「附則第

１５条第２５項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２６項第

３号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第１３項中「附則

第１５条第２９項」を「附則第１５条第２８項」に改め、同条第１４項中

「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」に改め、同条第１５

項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第

１６項中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同条

第１７項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同条

第１８項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同条

第２０項を次のように改める。 

２０ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する条例で定める割合は、３分の

１とする。 

附則第１０条の３中第１２項を第１３項とし、同条第１１項中「附則第７条

第１３項」を「附則第７条第１７項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条

第１０項の次に次の１項を加える。 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分

所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該

特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１５項各号に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 
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(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4) 当該工事が完了した年月日 

(5) 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合に

は、３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１５条の２を削る。 

附則第１５条の２の２第４項中「100 分の１０」を「100 分の３５」に改め、

同条を附則第１５条の２とし、附則第１５条の２の３を附則第１５条の２の２

とし、附則第１５条の２の４を附則第１５条の２の３とする。 

附則第１５条の３の２第１項中「附則第１５条の２の４」を「附則第１５条

の２の３」に改める。 

附則第１５条の６第３項を削る。 

附則第１６条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２項中「令和

２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和８

年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項までを削り、同

条第７項中「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、「三輪以上

のガソリン軽自動車」を「３輪以上の法第 446条第１項第３号に規定するガソ

リン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）」

に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の

種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、

「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年

度分」に、「第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア(ｲ)中「3,900 円」

とあるのは「2,000 円」と、同号ア(ｳ)ａ中「6,900 円」とあるのは「3,500

円」」に改め、同項を同条第３項とし、同条第８項中「附則第３０条第８項」
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を「附則第３０条第４項」に、「三輪」を「３輪」に改め、「、当該ガソリン軽

自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令

和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に、「令和５年度分」を「、当

該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第４項の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句」を「同条第２号ア(ｲ)中「3,900 円」とあるのは「3,000 円」と、

同号ア(ｳ)ａ中「6,900 円」とあるのは「5,200 円」」に改め、同項を同条第４

項とする。 

附則第１６条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第３項中

「100分の１０」を「100分の３５」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改

める。 

附則第２５条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」とい

う。」を削る。 

（足利市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 足利市都市計画税条例（昭和３１年足利市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５

条第３２項」に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５

条第３３項」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条３９項」を「附則第１５条

第３８項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５

条第４３項」に改める。 
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附則第１７項中「第１０項、第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１

項、第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若

しくは第４４項」を「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０

項、第２４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３９項、

第４３項若しくは第４６項」に改める。 

（足利市国民健康保険条例の一部改正） 

第３条 足利市国民健康保険条例（昭和３４年足利市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

第１２条第３項ただし書中「200,000円」を「220,000円」に改める。 

第２７条第１項中「200,000 円」を「220,000 円」に改め、同項第２号中

「285,000 円」を「290,000 円」に改め、同項第３号中「520,000 円」を

「535,000円」に改める。 

第２７条の２中「第３０条の２」を「第３０条の２第１項」に、「において

は」を「には」に改める。 

第３０条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証

明する書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定する

ものをいう。）」に改める。 

附則第３項中「第２７条第１項」を「第２７条」に、「同項」を「同条第１

項」に改める。 

附則第４項、第５項、第７項から第１０項まで、第１３項及び第１４項中

「第２７条第１項の」を「第２７条の」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中足利市税条例第８２条第１号エの改正規定及び附則第４条第１項
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の規定（第１条の規定による改正後の足利市税条例（以下「新条例」とい

う。）附則第１６条の２第３項に係る部分を除く。） 令和５年７月１日 

(2) 第１条中足利市税条例第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同

条第１項の改正規定、同条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４

条、第４７条、第４７条の２及び第４７条の６の改正規定並びに同条例附則

第１５条の２の２の改正規定（同条第４項中「100 分の１０」を「100 分の

３５」に改める部分に限る。）及び附則第１６条の２第３項の改正規定並び

に次条第１項並びに附則第４条第１項（新条例附則第１６条の２第３項に

係る部分に限る。）及び第３項の規定 令和６年１月１日 

(3) 第１条中足利市税条例第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 

令和７年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の足利市税条例の規定中個

人の市民税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受

けるべき足利市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項に

おいて「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書に

ついて適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定に

よる申告書については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において

「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律



 
－１３－ 

第７号）附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年

法律第 226 号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において

「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項

において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この項において

「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以

下この項において「リース取引」という。）に係る契約により特例対象資産を

引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する

先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡し

を受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第８２条第１号エ及び附則第１６条の２第３項の規定は、令和６

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの

軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得された第１条

の規定による改正前の足利市税条例附則第１５条の２及び第１５条の６第３項

に規定する３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割につい

ては、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の

施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の

環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種別

割について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、なお

従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 



 
－１４－ 

第５条 次項に定めるものを除き、第２条の規定による改正後の足利市都市計画

税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和

４年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一

部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第２号に掲げる規定の施

行の日の前日までの間における第２条の規定による改正後の足利市都市計画税

条例附則第１７項の規定の適用については、同項中「、第４３項若しくは第４６

項」とあるのは、「若しくは第４３項」とする。 

（国民健康保険税に関する経過措置） 

第６条 別段の定めがあるものを除き、第３条の規定による改正後の足利市国民

健康保険条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国民健康保険税について適

用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 



 
－１５－ 

議案第３１号 

 

市長専決処分事項承認について 

 

次のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 

 

令和５年５月２２日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 



 
－１６－ 

令和５年度足利市一般会計補正予算（第１号）に関する専決処分書 

 

令和５年度足利市一般会計補正予算（第１号）については、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により議決を求めるべきところ、特に

緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がなかったので、次のとおり専決

処分する。 

 

 令和５年４月２０日 

 

足利市長 早 川 尚 秀 



 
－１７－ 

   令和５年度足利市一般会計補正予算（第１号） 

 令和５年度足利市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７７，０００千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３，８７７，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正                  （単位千円) 

 歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

50 国庫支出金  8,084,892 177,000 8,261,892 

 15 国庫補助金 1,395,172 177,000 1,572,172 

歳 入 合 計 53,700,000 177,000 53,877,000 

 

 歳 出 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

20 民 生 費  21,526,038 177,000 21,703,038 

 15 児童福祉費 8,829,996 177,000 9,006,996 

歳 出 合 計 53,700,000 177,000 53,877,000 

 



 
－１８－ 

議案第３２号 

 

監査委員の選任について 

 

本市監査委員に次の者を選任することについて同意を求める。 

 

令和５年５月２２日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀  

 

 

記 

 

○ 議員のうちから選任する委員（１人） 

 

住    所     

氏    名     

生年月日     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
－１９－ 

議案第３３号 

 

固定資産評価員の選任について 

 

本市固定資産評価員に次の者を選任することについて同意を求める。 

 

令和５年５月２２日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 

 

記 

 

住    所     

氏    名     

生年月日     



 
－２０－ 

報告第６号 

 

市長専決処分事項報告について 

 

 次のとおり専決処分したので報告する。 

 

  令和５年５月２２日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀  

 

記 

 

番号 専決処分の内容 

１ (1) 専決処分の種類 

市が当事者である交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定 

(2) 当事者 

ア 足利市堀込町在住 女性（以下この項において「甲」という。） 

イ 都市建設部都市計画課 職員（以下この項において「乙」という。） 

(3) 事故発生状況 

令和４年１１月７日に足利市堀込町１００３番地７地先（市道堀込町３

５号線路上）において、甲運転の車両と乙運転の公用車が接触し、双方の

車両が破損したものである。 

(4) 主な和解内容 

ア 市は、甲に対し、治療費等として、１２５，０１８円を支払うこと。 

イ 市は、甲に対し、慰謝料として、４３，０００円を支払うこと。 

ウ 市は、甲に対し、車両修理代として、３８１，１４６円を支払うこ

と。 

エ 甲は、市に対し、車両修理代として、１５，６３１円を支払うこと。 

オ 各当事者は、互いにこのほかの請求権を放棄し、アからエまでに定め

る以外の請求はしないこと。 

(5) 和解年月日 

令和５年３月３日 

(6) 損害賠償額 

５４９，１６４円 

 


